
  別表－２  本件実行委員会の経過、被告主張による文書の保管者、余剰金の処理方法とその額等 

 

                   ※課名はその時点のものを記載する。（当然、本件実行委員会の事務局としての認識を引き継ぐ課であり、解散後の文書を所持している課である） 

 

《発足》・・・発足年月日、明示部分の出典、被告主張になる発足後あるいは解散後の文書の保管者 

《処分時》・・本件処分時（９７年１０月３１日もしくは１１月７日）の文書の保管者 

《棄却時》・・異議申立棄却決定時（００年２月２３日）の文書の保管者 

《解散》・・・解散年月日とその後の文書の保管者 

《余剰金》・・本件公開請求にかかる事業年度（９６年度)の「余剰金等の処理日、処理方法、額」 

 

 処 

 分 

 

   発足とその後     解 散   本件処分時      解 散 異議申立棄却決定時    解 散  ０１年４月末現在 

   本件処分までの 

 剰金等の処理状況 

    本件処分後の 

 余剰金等の処理状況 

   本件処分後の 

 余剰金等の処理状況 

   本件処分後の 

 余剰金等の処理状況 

 

  年月日  ９５年１月２５日  ９７年３月２８日  ９７年１０月３１日  ００年２月２３日  ９７年３月２８日付け 

   保管者    実行委員会   工業振興課        工業振興課   工業振興課  余剰金を県へ返還 

  事務局    工業振興課   工業振興課           なし     ２２３万８８３３円 

 ① 

 状況明示文書   規約（乙２）   被告準書（５）  答申･決定書(甲1､2) 

 

答申･決定書(甲1､2) 

      解  散 

  調定決議（乙２） 

 

   年月日  ９６年９月２７日   ９７年１１月７日  ９８年２月２０日   ００年２月２３日  ９７年３月２４日付け  ９８年２月２４日付け 

   保管者    実行委員会    実行委員会   交流産業課        交流産業課  次年度へ繰り越し   余剰金を県へ返還 

   事務局    地域振興課     交流産業課     交流産業課                  ２４１６円         ３万１５８５円 

 ② 

 状況明示文書    規約（乙５）    答申・決定書   被告準書（５）   答申・決定書 

    解  散 

 収支決算書（乙４）  戻入金調書（甲３３） 

 

   年月日  ９６年３月２８日 ９６年１２月２６日  ９７年１１月７日  ００年２月２３日   ９６年１２月２６日付け 

   保管者    実行委員会   地方自治大学校     地方自治大学校    地方自治大学校  収支残額なし 

   事務局    地方自治大学校    地方自治大学校         なし                   ０円 

 ③ 

 状況明示文書    規約（乙６）    被告準書（５）     答申・決定書 

 

  答申・決定書 

      解  散 

 収支決算書（乙７） 

 

   年月日  ９６年８月１３日   ９７年１１月７日   ００年２月２３日  ００年３月２７日   ９７年５月２１日付け  ９８年５月１８日付け  ９９年５月１７日付け  ００年３月２７日付け 

   保管者    実行委員会    実行委員会    実行委員会    総合文化振興課    余剰金を県へ返還   余剰金を県へ返還   余剰金を県へ返還   余剰金を県へ返還 

   事務局    総合文化振興課     総合文化振興課     総合文化振興課    総合文化振興課         ４万９９３３円      ３９万４８４７円      ６９万６６０４円   ６９７８万１１１１円 

 ④ 

 状況明示文書    規約（乙９）     被告準書（５）    被告準書（５）    被告準書（５）  

    解  散 

 処分書（乙８）   戻入金調書（甲３４）  戻入金調書（甲３５）  戻入金調書（甲３６） 

 

   年月日  ９６年７月３０日  ９７年５月２１日   ９７年１１月７日  ００年２月２３日  ９７年５月２１日付け 

  保管者   実行委員会    総合文化振興課     総合文化振興課   総合文化振興課  余剰金を県へ返還 

   事務局    総合文化振興課    総合文化振興課      なし    １７１７万２０４０円 

 ⑤ 

 状況明示文書    規約（乙１１）    被告準書（５）     答申・決定書 

 

  答申・決定書 

     解  散 

 処分書（乙１０） 

 

  年月日  ９５年３月１５日   ９７年１１月７日   ００年２月２３日     存  続  ９７年５月２１日付け  ９８年５月１８日付け  ９９年５月１４日付け   ◆◆◆◆ 

   保管者    実行委員会    実行委員会    実行委員会     実行委員会  余剰金を県へ返還   余剰金を県へ返還   余剰金を県へ返還  

   事務局    総合文化振興課     総合文化振興課     総合文化振興課     総合文化振興課     ２０３万９８５０円       ４１万７９１９円     １６７万２９３８円  

 ⑥ 

 状況明示文書    規約（乙１３）    被告準書（５）     被告準書（５）     被告準書（５） 

 

 処分書（乙１２）   戻入金調書（甲３７）   戻入金調書（甲３８）  

 

 

     ※答申とは、異議申立に関する審査会の答申（甲第１号証及び同種のもの）。決定書とは、答申を受けて被告が再度行った処分の決定書（甲第２号証及び同種のもの）。 

    ※地方自治大学校の「収支残額なし」は、①実行委員会の不正経理発覚前に解散していたので、会計の見直しがかからなかったため、通例に従って「収支残額なし」としたものと思料される。 

    ※④が９９年度に主事業を行ったため、同年、⑥は実質的に活動を休止した。よって、９９年度の収支はゼロ。００年度の報告は０１年５月中旬に書類が作られる予定（◆◆◆）。  

     ①宇宙技術及び科学の国際シンポジウム岐阜県事業実行委員会   ②飛騨・美濃地域おこしフェア実行委員会   ③全国地域づくり先進事例会議ｉｎぎふ実行委員会 

     ④第１４回国民文化祭岐阜県実行委員会             ⑤文化庁芸術祭岐阜公園実行委員会      ⑥岐阜県民文化祭運営協議会 

 


